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子会社の産業活力再生特別措置法に基づく 

経営資源再活用計画認定のお知らせ 
 
 
当社が平成 16 年 11 月に新設した株式会社 FILWEL（以下、「FILWEL」）は、カネボウ株式会社の

ベルエース事業を譲り受けるにあたり、産業活力再生特別措置法に基づき経営資源再活用計画を経済産

業省に申請しておりました。本日、当該計画が認定されましたので下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 認定日        2005年 2月 18日 
 
２． 認定事業者    株式会社 FILWEL       

代表者：鈴木  聡 
本店所在地：山口県防府市鐘紡町 4番 1号 
 

３． 経営資源再活用計画の概要 
FILWEL がカネボウグループから譲り受けるベルエース事業は、人工皮革の製造販売事業で
あり、その人工皮革は日用品だけでなく、電子デバイスであるハードディスク基板やフォトマ

スク基板等の加工で用いられる精密研磨クロスにまで幅広く利用されております。特に最近、

精密研磨クロスは、デジタル家電市場の急拡大を背景に売上が拡大しつつあります。 
FILWEL の親会社である倉元製作所は、各種電子デバイスの研磨加工において高度なノウハ

ウを有しており、今後ユーザーの視点に立った様々な技術支援を行うことにより精密研磨クロ

ス分野における新製品開発力やソリューション提案型の営業力を強化してまいります。 
また、日用品分野においては、競争優位を確保するためニッチ市場に特化した事業戦略を構

築し、新用途の開発等を行いながら安定的な収益確保を目指してまいります。 
営業譲受後は、こうした事業戦略を前提に開発投資等の必要な投資を速やかに実行し、人工

皮革事業の新たな価値創造を図っていく所存であります。 
 

４． FILWELの営業譲受スケジュール 
株主総会決議日：平成 17年 2月 21日 
営業譲受実行日：平成 17年 3月 1日 

 
５． 経営資源再活用の実施時期 

開始時期：平成 17年 2月 
終了時期：平成 19年 12月 
 

なお、この認定により、FILWELは事後設立の調査に伴う特例、不動産取得税の軽減、増資に伴う登
録免許税の軽減、日本政策投資銀行による政策金融等の支援措置を得て、譲受事業の価値向上に取り組

む所存であります。 
以 上 


